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広域モニタリング技術開発等の支援に関する労働者派遣契約 仕様書 

 

１．目  的 

本仕様書は、核セキュリティ補助金の下で行っている技術開発において、核検知・測定技

術開発における広域モニタリング技術開発等の業務支援に従事する労働者の派遣について定

めたものである。 

 

２．業務内容 

(1) 核検知・測定非破壊測定技術開発における広域モニタリング技術開発等の下記業務支援

及び補助業務。なお、業務遂行上必要と認められる場合は、国内外出張を行う。 

① シミュレーションコード（PHITS もしくは Geant4、MCNP）を使用した評価・解析 

② 技術開発に関する調査・装置開発・維持管理・実験・解析等 

    技術開発に必要な装置、機器、新技術などの調査 

    実験装置の設計、開発、設置 

    実験及びデータの解析 

実験装置の調整及び保守 

③ 計画書、報告書、文書等の作成・管理、成果発表 

④ 作業責任者等（作業責任者及び作業担当者）としての業務 

  上記②の業務を担当し、作業における管理及び監督を行う。 

⑤ 上記①～④に付随する業務。また、機構との協議により定められた業務 

 

   ②、④については、放射線管理区域内における作業も含む。 

 

３．派遣労働者の要件等 

  派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。 

（1）技術的要件 

  ① シミュレーションコード（PHITS もしくは Geant4、MCNP）コードやプログラミング

言語を使用できること。 

  ② ガンマ線、中性子線測定業務、放射線測定装置開発の経験を有すこと。 

  ③ ワード、エクセル、パワーポイント等の各種アプリケーションソフト操作ができる

こと。 

（2）業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件 

・ 職務上の問題点を複数の専門的知識に照らして、分析し、いろいろな視点から新しい

考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化した上で、正確に作業

を遂行できる。 

・ 指示された作業を把握し、問題なく対応できる。 

・ 指示された作業の計画の作成を的確に行える。比較的高度な作業を迅速に処理でき

る。 

・ 課題を理解して自律的に業務等ができる。 

（３）派遣労働者の条件  

 派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」 
(4) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

   役職なし 

 

  



 

４．組織単位 

原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター（原子力科学研究所） 

技術開発推進室 

 

５．就業場所 

（住所）茨城県那珂郡東海村白方 2-4 

   日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 

原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター 技術開発推進室 

その他、指揮命令者と事前に定めた場所 

TEL: ０２９－２８２－５９０２ 

 

なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。その場合

の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費（通信費・

水道光熱費等）については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 

  また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 

 

６．指揮命令者 

日本原子力研究開発機構  

原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター 

技術開発推進室長 

   TEL： ０８０－９７１６－３７６７ 

 

７．派遣期間  

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

８．就業日 

土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、機構創立記念日

（１０月の第１金曜日とする。但し、１０月１日が金曜日の場合は、１０月８日とす

る。）、その他当機構が指定する日（以下「休日」という。）を除く毎日。 

   ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 

  なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 

 

９．就業時間及び休憩時間 

（1）就業時間９時から１７時３０分まで 

（2）休憩時間１２時から１３時まで  

当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 

就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 

ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。な

お、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 

 

10．派遣先責任者 

原子力科学研究所 プロモーション・オフィス 労務課 副主幹 兼 原子力科学研究所 

人材開発部 

 

11．派遣人員 

   １名 

 

12．業務終了の確認 

   機構が定める就業状況報告書により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 



 

 

13．提出書類 （部数：次の提出先に各１部、提出先：「指揮命令者」及び「派遣先責任者」） 

(1) 労働者派遣事業許可証（写）（契約後） 

(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書（写）（契約後及び変更の都度速やかに） 

(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号（契約後及び変更の都度速やかに） 

(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書（契約後及び変更の都度速やか

に） 

(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類（契約後及び変

更の都度速やかに）※届出日付又は取得日付を含む。 

(6) その他必要となる書類 

 

14．グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用する

ものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定め

る「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

15．特記事項 

(1) 当機構の業務の都合により国内出張・国外出張等を命ずることがある。この場合の出

張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 

(2) 当機構の業務の都合により学会等への参加を命ずることがある。この場合の学会等参

加費については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 

 

以 上 


